
 

 大阪市障害者スポーツセンター条例（平成 17年大阪市条例第 119号。以下「センター

条例」という。）第 16条の規定により、指定管理者の指定の申請について、次のとおり

公告する。  

  令和７年７月 15日  

大阪市長   横  山  英  幸   

１  担当  

  〒 530-8201  大阪市北区中之島一丁目３番 20号  

         大阪市福祉局障がい者施策部障がい福祉課  

         電話  06-6208-8075 

２  業務の概要  

⑴  施設の名称及び所在地  

   名  称  大阪市長居障害者スポーツセンター（以下「センター」という。）  

   所在地  大阪市東住吉区長居公園１番 32号  

⑵  業務の範囲  

  ア  センター条例第３条各号に掲げる事業の実施に関すること  

  イ  建物及び附属設備の維持保全に関すること  

  ウ  その他センターの管理に関すること  

⑶  管理の基準  

  ア  管理運営の基本方針  

    指定管理者は、大阪市との緊密な協力及び連携のもと、指定管理者制度の趣

旨から、そのノウハウを活用し、センター条例をはじめ、関係法令及び大阪市

の指定管理制度の運用に係るガイドライン等に定める基準等に従い、センター

の設置目的の達成、平等利用の確保及び利用者のサービス向上を図り、施設の

管理運営等を行うこと。  

また、大阪市障がい者支援計画及び大阪市スポーツ振興計画など大阪市施策
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の意義、趣旨を理解するほか、国等の障がい者スポーツ振興の方向性を踏まえ、

地域で安心して暮らし続けられる共生社会の実現に向けて、センターを大阪市

の障がい者スポーツの普及拠点として、障がい者スポーツ振興事業に取組むこ

と。なお、事業実施に当たっては、他の施設や地域等の各種団体との連携に努

めること。  

さらに、施設の効用を最大限に発揮しながら、効率的な運営による市費の縮

減を図るとともに、公の施設の指定管理者であることを踏まえ、環境への配慮

のほか、障がい者雇用への取り組みなど社会的責任及び大阪市の施策との整合

に努め、管理運営を行うことを基本方針とする。  

イ  休館日  

  センター条例第４条に基づき、センターの休館日は次のとおりとする。  

(ｱ) 水曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規

定する休日（以下「休日」という。）に当たる場合を除く。）  

(ｲ) 毎月第３木曜日（その日が休日に当たる場合を除く。）  

(ｳ) 12月 29日から翌年１月３日まで  

ウ  供用時間  

センター条例第５条に基づき、センターの供用時間は、午前９時から午後９

時まで（日曜日及び休日にあっては、午前９時から午後６時まで）とする。  

  エ  休館日・開館時間の変更  

    設備等の補修、点検若しくは整備、天災その他やむを得ない事由があるとき

又はセンターの効用を発揮するため必要があるときは、あらかじめ市長の承認

を得て、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定め、又は開館時間を変更する

ことができる。  

なお、施設の魅力向上や利用者へのサービスのため、開館日拡大、開館時間

の延長等を実施する場合や開館時間外や休館日に指定管理者による自主事業を

実施する場合等を含む。  



⑷  指定を行おうとする期間  

   令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで（５年間）  

３  指定の申請をする法人等に必要な資格  

 ⑴  申請資格  

  指定申請書提出時点において、次の各号に定める資格を全て満たす法人（以下

「法人等」という。）であること。なお、複数の法人等を構成員とする連合体（以

下「連合体」という。）で申請する場合、下記⑵及び⑶の要件に該当すること。個

人での申請はできない。  

  ア  センター条例第 18条の規定に該当していないこと。  

  イ  地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第 167条の４の規定に該当していな

いこと。  

  ウ  大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていないこ

と。  

  エ  大阪市契約関係暴力団排除措置要綱及び大阪市指定管理者制度暴力団排除要

領に基づく入札等除外措置等を受けていないこと。  

  オ  指定申請団体の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は大阪市暴力団排

除条例（平成 23年大阪市条例第 10号）第２条第３号に規定する暴力団密接関係

者に該当していないこと。  

  カ  経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと（会社更生法（平

成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法（平成 11年

法律第 225号）に基づく再生手続開始の決定を受けたものを除く。）。  

  キ  法人税、大阪市の法人市民税（大阪市に納税義務を有しない者にあっては、

本店又は主たる営業所の所在地における法人市民税［東京の場合は法人都民

税］）、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。  

⑵  連合体に関する要件  



  ア  連合体は２以上の法人等で自主結成すること。  

  イ  連合体の名称を設定し、必ず代表となる法人等（以下「代表法人等」という。）

を選定し、代表法人等が諸手続を行うこと。この場合において、他の法人等は、

当該連合体の構成員として扱うこと。  

  ウ  連合体の構成員（代表法人等を含む。）間における役割分担及び責任の割合等

を明らかにすること。また、代表法人等については、業務遂行に当たり、大阪

市との調整窓口として責任を持つこと。  

  エ  申請書類提出後、代表法人等及び構成団体の変更は原則として認めない。  

 ⑶  連合体の構成団体（代表法人等を含む。）に関する要件  

ア  上記⑴の要件を満たすこと。  

イ  本件募集に関して各構成団体は２以上の連合体の構成団体となることができ

ない。また、連合体の構成団体になっている場合は、単独での申請はできない。 

４  欠格事項  

センター条例第 18条各号のいずれかに該当する法人等のした指定申請は無効と

する。  

５  指定の申請手続等  

指定管理者指定申請書を提出したものの中から、センター条例第 19条の規定によ

り最も適当であると認められる内容の指定申請をした法人等を、指定管理者の指定

を受けるものとして選定し、仮協定を締結し、市会の議決があった後、指定管理者

として指定する。  

 ⑴  募集要項の配布場所  

   上記１に同じ  

 ⑵  募集要項の配布方法  

   令和７年７月 15日（火曜日）から同年９月 16日（火曜日）の午前９時から正午

まで及び午後１時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び休日を除く。）。また、

大阪市のホームページからダウンロードすることができる。  



⑶  指定管理者指定申請書の提出  

 ア  提出方法  

   申請に必要な書類を持参すること。送付での提出を可とするが、配達までの

送達記録が確認できる方法によること。  

  イ  提出場所  

   上記１に同じ  

 ウ  提出書類  

   (ｱ) 指定管理者指定申請書  

(ｲ) 連合体結成に係る協定書又はこれに相当する書類  

(ｳ) 指定管理者指定申請に関する誓約書  

(ｴ) 法人等の概要  

(ｵ) 役員名簿  

(ｶ) 役員の履歴書  

(ｷ) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類  

(ｸ) 法人の登記事項証明書  

(ｹ) 貸借対照表、損益計算書、個別注記表及び監査報告書の写し  

(ｺ) 事業報告書  

(ｻ) 法人等の事業計画書及び法人等の収支予算書  

(ｼ) センターの管理運営に関する事業計画書  

(ｽ) センターの管理運営に関する収支計画書、収支計画明細  

(ｾ) 法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書  

(ｿ) 法人税等の申告書の写し  

(ﾀ) 大阪市の法人市民税の納税証明書  

(ﾁ) 配置予定の担当者が「大阪市長居障がい者スポーツセンター指定管理業務

の基準２⑵ウ (ｴ)」に掲げる資格（甲種防火管理者、電気主任技術者、プール

衛生管理者及び一級ボイラー技士）を有していることが確認できる書類の写



し  

(ﾂ) 障がい者雇用状況報告書の写し  

(ﾃ) 障がい者雇入れ計画書  

(ﾄ) 選定結果通知用封筒一式  

(ﾅ) 法人等の印鑑証明書  

  エ  提出期間  

    令和７年８月 28日（木曜日）から同年９月 16日（火曜日）まで。持参の場合

は、上記の提出期間内（土曜日、日曜日及び休日を除く。）の午前９時 30分から

正午まで及び午後１時 30分から午後５時まで。送付での提出は、令和７年９月

16日（火曜日）午後５時までの必着とする。  

⑷  現地見学会  

  ア  日時  

令和７年７月 31日（木曜日）から同年８月１日（金曜日）の間で開催（予定） 

  イ  場所  

 大阪市長居障害者スポーツセンター  

  ウ  所在地  

 大阪市東住吉区長居公園１番 32号  

エ  参加申込   

参加を希望する法人等は、募集要項添付の所定の様式により、電子メール又

はファクシミリで令和７年７月 28日（月曜日）午後５時までに担当（上記１に

同じ）あてに申し込むこと。  

７  その他  

⑴  指定手続において使用する言語  日本語  

⑵  詳細は募集要項による。  

⑶  指定管理者指定申請に関し、当局より必要な資料の提出を求められた場合に

は、これに応じること。  



（福祉局障がい者施策部障がい福祉課）  
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